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規

則 

知
事
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
号 

 
 

 

知
事
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第

五
百
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令

和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
知
事
の
保
有

す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
漏
え
い
等
の
報
告
） 

第
二
条 

課
所
長
（
課
長
（
埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五

年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）
第
八
条
の
課
長
を
い
う
。
）
及
び
地
域
機
関
（
埼
玉
県
地
域
機
関
事

務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
二
号
）
第
一
条
の
地
域

機
関
を
い
う
。
）
の
長
を
い
う
。
次
条
及
び
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
六
十
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
文
書
課
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
等
に
関
す
る
事
前
通
知
） 

第
三
条 

課
所
長
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
に
際
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
文
書
課
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
知
し
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

一 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

 

二 

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

 
 

イ 

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
開
始
の
予
定
年
月
日 

 
 

ロ 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
八
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由 

 
 

ハ 

法
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
九
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
と
き

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
特
別
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
他
の
法
令
の
名
称
、
条
項
及
び

そ
の
内
容 

 

三 

通
知
し
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
の
予
定
年
月
日 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

一 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル 

 

二 

本
人
（
法
第
七
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
本
人
を
い
う
。
）
の
数
が
千
人
に
満



た
な
い
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル 

 

三 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の
人
事
、

給
与
若
し
く
は
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
（
イ

及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
採
用
又
は
選
定
の
た
め
の
試
験
に
関
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
含

む
。
） 

イ 

当
該
機
関
以
外
の
行
政
機
関
等
の
職
員 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者 

 
 

ハ 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
又
は
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
被
扶

養
者
又
は
遺
族 

 

四 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
及
び
前
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
を
併

せ
て
記
録
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の
人
事
、
給
与
若
し
く
は
福
利
厚

生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の 

３ 

課
所
長
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
通
知
し
た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
そ
の

保
有
を
や
め
た
と
き
、
又
は
そ
の
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
課
長
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
記
載
す
る
事
項
） 

第
四
条 

知
事
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、

前
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
代
理
人
が
開
示
請
求
す
る
場
合
の
記
載
事
項
） 

第
五
条 

法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
代
理
人
が
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
開
示
請
求
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

法
定
代
理
人
又
は
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
以
下
「
任
意
代
理
人
」
と
い
う
。
）
の

別 

 

二 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
又
は
居
所
及
び
連

絡
先 

 

三 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
未
成
年
者
、
成
年
被
後
見
人
又
は
任
意
代
理

人
委
任
者
の
別 

 

（
開
示
請
求
書
の
送
付
に
よ
る
開
示
請
求
に
お
け
る
本
人
確
認
手
続
の
特
例
） 

第
六
条 

知
事
は
、
開
示
請
求
を
す
る
者
（
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
が
開
示
請
求

書
を
知
事
に
送
付
し
て
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十

二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
八
の
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
令
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
住
民
票
の
写
し
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

（
開
示
決
定
の
際
に
通
知
す
べ
き
事
項
） 



第
七
条 

知
事
は
、
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定

す
る
事
項
の
ほ
か
、
開
示
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
べ
き
旨
そ
の
他
当
該
開
示
の
実
施

に
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
開
示
の
実
施
の
方
法
） 

第
八
条 

文
書
又
は
図
画
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に

掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保

有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
文
書
又
は
図
画
の
保
存
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、

か
つ
、
知
事
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
当
該
文
書
又
は
図
画
の
開

示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。 

一 

文
書
又
は
図
画
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
号
に
規
定
す
る
も
の
）
の
閲
覧 

二 

文
書
又
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
単

色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
文

書
若
し
く
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
一
番
若
し
く
は
Ａ
列
二
番
の
用
紙

に
単
色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付
又
は
当
該
文
書
若
し
く
は
図
画
を
撮
影
し
た
写
真
フ
ィ

ル
ム
を
印
画
紙
に
印
画
し
た
も
の
の
交
付 

三 

文
書
又
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
多
色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

四 

文
書
又
は
図
画
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
第
十
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も

の
の
交
付 

２ 

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る

方
法
と
す
る
。 

一 

電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
交
付 

二 

電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
、
聴
取
若
し
く
は
視
聴
又
は
電

磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

３ 

前
二
項
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
開
示
の
実
施
が
困
難
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
知
事
が
適
当
と

認
め
る
方
法
と
す
る
。 

 

（
開
示
の
実
施
に
お
け
る
本
人
確
認
手
続
等
） 

第
九
条 

開
示
決
定
に
基
づ
き
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
知
事
に
対
し
、
次
に
掲

げ
る
書
類
（
有
効
期
間
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
有
効
期
間
内
の
も
の
に
限
る
。
）

の
い
ず
れ
か
を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類 

二 

前
号
に
掲
げ
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
開
示
を
受
け
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め



知
事
が
適
当
と
認
め
る
書
類 

２ 

写
し
の
送
付
の
方
法
に
よ
り
開
示
の
実
施
を
求
め
る
者
は
、
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
に
係
る
書
面
そ
の
他
の
知
事
が
適
当
と
認
め
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３ 

法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
請
求
を
し
た
代
理
人
が
開
示
を
受
け
る
場
合
に

は
、
当
該
代
理
人
は
、
戸
籍
謄
本
、
委
任
状
そ
の
他
の
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
知

事
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
知
事
に
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
開
示
の
実
施
に
係
る
費
用
等
） 

第
十
条 

条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
則
等
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
開
示
決
定
の
変
更
に
よ
る
追
加
の
交
付
（
既
に
交

付
を
受
け
た
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
追

加
の
交
付
に
要
す
る
費
用
の
額
と
す
る
。 

一 

文
書
又
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

イ 

単
色
刷
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
、
Ａ
列
四
番
、
Ｂ
列
四
番
及
び
Ｂ
列
五
番
の
用
紙

に
複
写
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

一
枚
に
つ
き
十
円 

ロ 

単
色
刷
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
二
番
の
用
紙
に
複
写
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

一
枚
に

つ
き
四
十
円 

ハ 

単
色
刷
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
一
番
の
用
紙
に
複
写
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

一
枚
に

つ
き
八
十
円 

ニ 

多
色
刷
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
、
Ａ
列
四
番
、
Ｂ
列
四
番
及
び
Ｂ
列
五
番
の
用
紙

に
複
写
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

一
枚
に
つ
き
二
十
円 

二 

文
書
又
は
図
画
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
（
日

本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光

デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

一
枚

に
つ
き
六
十
円 

三 

文
書
又
は
図
画
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
（
日

本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
四
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生

装
置
で
再
生
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

一
枚
に
つ
き
八
十
円 

四 

電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
交
付 

イ 

単
色
刷
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
、
Ａ
列
四
番
、
Ｂ
列
四
番
及
び
Ｂ
列
五
番
の
用
紙

に
出
力
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

一
枚
に
つ
き
十
円 

ロ 

多
色
刷
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
、
Ａ
列
四
番
、
Ｂ
列
四
番
及
び
Ｂ
列
五
番
の
用
紙

に
出
力
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

一
枚
に
つ
き
二
十
円 

五 

電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す



る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）

に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

一
枚
に
つ
き
六
十
円 

六 

電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
四
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
複
写
し
た
も

の
の
交
付 

一
枚
に
つ
き
八
十
円 

七 

前
六
号
に
掲
げ
る
方
法
以
外
の
方
法
で
複
写
し
、
又
は
出
力
し
た
も
の
の
交
付 

当
該
複

写
し
、
又
は
出
力
し
た
も
の
の
作
成
に
要
す
る
費
用
の
額 

２ 

前
項
第
一
号
、
第
四
号
又
は
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
、
用
紙
の
両
面
に
複
写
し
、
又
は
出
力

し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
片
面
に
つ
き
用
紙
一
枚
と
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
用
紙
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
の
部
数
は
、
一
部
と
す
る
。 

４ 

開
示
の
実
施
に
要
す
る
費
用
は
、
前
納
と
す
る
。 

 

（
写
し
の
送
付
に
要
す
る
費
用
の
納
付
方
法
） 

第
十
一
条 

令
第
二
十
八
条
第
四
項
後
段
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

 

一 

郵
便
切
手
で
納
付
す
る
方
法 

 

二 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開

示
請
求
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
開
示
請
求
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付

す
る
方
法 

２ 

写
し
の
送
付
に
要
す
る
費
用
は
、
前
納
と
す
る
。 

 

（
訂
正
請
求
等
に
関
す
る
代
理
人
の
記
載
事
項
及
び
本
人
確
認
手
続
の
特
例
の
準
用
） 

第
十
二
条 

第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
中
「
第
七
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
訂
正
請
求
に

つ
い
て
は
「
第
九
十
条
第
二
項
」
と
、
利
用
停
止
請
求
に
つ
い
て
は
「
第
九
十
八
条
第
二
項
」

と
、
第
六
条
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
令
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
施
行
の
状
況
の
報
告
） 

第
十
三
条 

課
所
長
は
、
法
第
百
六
十
五
条
及
び
条
例
第
十
九
条
の
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
、

文
書
課
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
様
式
） 

第
十
四
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
面
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。 

 

一 

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
書
面 

様
式
第
一
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書 

 

二 

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
の
開
示
を
決
定
し
た
場
合
の

書
面 

様
式
第
二
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書 

 

三 

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
の
開
示
を
決
定
し
た
場
合
の



書
面 

様
式
第
三
号
の
保
有
個
人
情
報
部
分
開
示
決
定
通
知
書 

 

四 

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
書
面 

様
式
第
四
号
の
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
し
な
い
旨
の

決
定
通
知
書 

 

五 
法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
書
面 

様
式
第
五
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
期
間
延
長

通
知
書 

 

六 

法
第
八
十
四
条
の
書
面 

様
式
第
六
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通

知
書 

 

七 

法
第
八
十
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
係
る
書
面 

様
式
第
七
号
の
保
有
個
人
情
報
の
開

示
請
求
に
係
る
事
案
移
送
書 

 

八 

法
第
八
十
五
条
第
一
項
後
段
の
書
面 

様
式
第
八
号
の
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
係

る
事
案
移
送
通
知
書 

 

九 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
書
面 

様
式
第
九
号
の
保
有
個
人
情

報
の
開
示
決
定
等
に
関
す
る
意
見
照
会
書 

 

十 

法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
書
面 

様
式
第
十
号
の
保
有
個
人
情
報
の
開
示
決
定
等
に
関
す

る
意
見
照
会
書 

 

十
一 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
意
見
書 

様
式
第
十
一
号
の
保
有
個
人
情
報
の

開
示
決
定
等
に
関
す
る
意
見
書 

 

十
二 

法
第
八
十
六
条
第
三
項
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
書
面 

様
式
第
十
二
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
に
係
る
通
知
書 

 

十
三 

法
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
書
面 

様
式
第
十
三
号
の
保
有
個

人
情
報
の
開
示
の
実
施
方
法
等
申
出
書 

 

十
四 

法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
書
面 

様
式
第
十
四
号
の
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書 

 

十
五 

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
書
面 

様
式
第
十
五
号
の
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書 

 

十
六 

法
第
九
十
三
条
第
二
項
の
書
面 

様
式
第
十
六
号
の
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
し
な
い

旨
の
決
定
通
知
書 

 

十
七 

法
第
九
十
四
条
第
二
項
の
書
面 

様
式
第
十
七
号
の
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
期
間

延
長
通
知
書 

 

十
八 

法
第
九
十
五
条
の
書
面 

様
式
第
十
八
号
の
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
期
間
特
例
延

長
通
知
書 

 

十
九 

法
第
九
十
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
係
る
書
面 

様
式
第
十
九
号
の
保
有
個
人
情
報

の
訂
正
請
求
に
係
る
事
案
移
送
書 

 

二
十 

法
第
九
十
六
条
第
一
項
後
段
の
書
面 

様
式
第
二
十
号
の
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
請
求

に
係
る
事
案
移
送
通
知
書 

 

二
十
一 

法
第
九
十
七
条
の
書
面 

様
式
第
二
十
一
号
の
提
供
を
し
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の



訂
正
決
定
通
知
書 

 

二
十
二 

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
書
面 

様
式
第
二
十
二
号
の
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請

求
書 

 

二
十
三 

法
第
百
一
条
第
一
項
の
書
面 

様
式
第
二
十
三
号
の
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定

通
知
書 

 

二
十
四 

法
第
百
一
条
第
二
項
の
書
面 

様
式
第
二
十
四
号
の
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を

し
な
い
旨
の
決
定
通
知
書 

 

二
十
五 

法
第
百
二
条
第
二
項
の
書
面 

様
式
第
二
十
五
号
の
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定

等
期
間
延
長
通
知
書 

 

二
十
六 

法
第
百
三
条
の
書
面 
様
式
第
二
十
六
号
の
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
期
間

特
例
延
長
通
知
書 

 

二
十
七 

法
第
百
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る

書
面 

様
式
第
二
十
七
号
の
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
諮
問
通
知
書 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
知
事
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
） 

２ 

知
事
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十

三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 



様式第１号（第１４条関係） 

保有個人情報開示請求書 

 

年  月  日 

  （宛先） 

    埼玉県知事 

 

（ふりがな） 

氏 名                   

 

住所又は居所 

〒 

       電話   （   ）    

 

個人情報の保護に関する法律第７６条第１項の規定により、次のとおり保有個

人情報の開示を請求します。 

開示請求に係る保有個人

情報（具体的に記載して

ください。） 

 

 （注）代理人が請求する場合は、次の欄を記載してください。 

代理人の種別 ☐法定代理人 

☐任意代理人 

本人の

状況等 

 

（ふりがな） 

本人の氏名 

 

 

本人の生年月日     年   月   日生 

本人の住所又は

居所及び連絡先 

 

電話   （   ） 

本人の状況 ☐未成年者 

☐成年被後見人 

☐任意代理人委任者 

  

  

該当する箇所の□内にレ印を付

してください。 

該当する箇所の□内

にレ印を付してくだ

さい。 
 

 



 （注）次の欄の記載は任意です。 

求める開示の実施

の方法 

開示の実施の方法に希

望するものがあれば、□

内にレ印を付してくだ

さい。 

 

１ 文書又は図画の場合 

□閲覧 

□写し（複写機により用紙に複写したもの）の交付 

 （□送付を希望） 

□写し（スキャナにより読み取ってできた電磁的記録

を電磁的記録媒体に複写したもの）の交付 

 （□送付を希望） 

２ 電磁的記録の場合 

□用紙に出力したものの閲覧 

□用紙に出力したものの交付（□送付を希望） 

□専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴 

□電磁的記録媒体に複写したものの交付 

 （□送付を希望） 

開示の実施の希望

日 

    年   月   日 

 （注）次の欄は実施機関が記入しますので、記載しないでください。 

請求者本人確認書

類 

代理人が請求する場合

は代理人の本人確認書

類 

☐運転免許証 ☐健康保険被保険者証  

☐個人番号カード ☐在留カード ☐特別永住者証明書 

☐その他（                   ） 

法定代理人が請求

する場合の請求資

格確認書類 

☐戸籍謄本 ☐登記事項証明書  

☐その他（                   ） 

任意代理人が請求

する場合の請求資

格確認書類 

☐委任状（次の書類の添付を求めること。） 

 □委任状に押印された委任者の実印の印鑑登録証明書 

 □本人の運転免許証の写し 

 □本人の個人番号カードの写し 

 □その他（                  ） 

担当課所  

電話番号 

備考  

 （注）代理人による請求の場合、別途本人に確認を行う場合があります。 



様式第２号（第１４条関係） 

保有個人情報開示決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

埼玉県知事         印 

 

      年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個

人情報の保護に関する法律第８２条第１項の規定により、次のとおり開示するこ

とと決定したので通知します。 

開示する保有個人情報  

開示する保有個人情報の

利用目的 

 

開示を実施することがで

きる日時（次のいずれか

１日） 

    年   月   日    時 

    年   月   日    時 

    年   月   日    時 

開示の場所  

求めることができる開示

の実施の方法 

 

開示の実施に必要な事項  

写しの送付を希望する場

合の準備日数及び送付に

要する費用 

（準備日数）    日 

（費用）      円 

担当課所  

電話番号 

備考  

 （注）１ 開示を受ける際は、この通知書及び開示請求に係る保有個人情報の本

人であること（法定代理人が開示を受ける場合には法定代理人本人であ

ること及び法定代理人であることの資格、任意代理人が開示を受ける場

合には任意代理人本人であること及び任意代理人であることの資格）を

証明する書類を担当者に提示し、又は提出してください。 



    ２ 開示を実施することができる日時は、「開示を実施することができる

日時」の欄に記載された日時のうち希望の日時を選択することができま

す。希望の日時は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書により申し

出てください。 

    ３ 開示の実施の方法は、「求めることができる開示の実施の方法」の欄

に記載されている方法から選択することができます。保有個人情報の開

示の実施方法等申出書により申し出てください。 

    ４ 保有個人情報の開示の実施方法等申出書による申出は、この通知があ

った日から３０日以内に行ってください。 

 

教示 

（備考）教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する

規則（平成１７年埼玉県規則第３号）別記第１の１の規定による文を記載し

て行うこと。 

  



様式第３号（第１４条関係） 

保有個人情報部分開示決定通知書 

  第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

埼玉県知事         印 

 

      年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個

人情報の保護に関する法律第８２条第１項の規定により、次のとおりその一部を

開示することと決定したので通知します。 

開示する保有個人情報  

開示する保有個人情報の

利用目的 

 

開示しない情報及びその

理由 

 

開示を実施することがで

きる日時（次のいずれか

１日） 

    年   月   日    時 

    年   月   日    時 

    年   月   日    時 

開示の場所  

求めることができる開示

の実施の方法 

 

開示の実施に必要な事項  

写しの送付を希望する場

合の準備日数及び送付に

要する費用 

（準備日数）    日 

（費用）      円 

担当課所  

電話番号 

備考  

 （注）１ 開示を受ける際は、この通知書及び開示請求に係る保有個人情報の本

人であること（法定代理人が開示を受ける場合には法定代理人本人であ

ること及び法定代理人であることの資格、任意代理人が開示を受ける場



合には任意代理人本人であること及び任意代理人であることの資格）を

証明する書類を担当者に提示し、又は提出してください。 

   ２ 開示を実施することができる日時は、「開示を実施することができる

日時」の欄に記載された日時のうち希望の日時を選択することができま

す。希望の日時は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書により申し

出てください。 

   ３ 開示の実施の方法は、「求めることができる開示の実施の方法」の欄

に記載されている方法から選択することができます。保有個人情報の開

示の実施方法等申出書により申し出てください。 

   ４ 保有個人情報の開示の実施方法等申出書による申出は、この通知があ

った日から３０日以内に行ってください。 

 

教示 

（備考）教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する

規則（平成１７年埼玉県規則第３号）別記第１の１の規定による文を記載し

て行うこと。 

  



様式第４号（第１４条関係） 

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

      年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個

人情報の保護に関する法律第８２条第２項の規定により、次のとおり開示しない

ことと決定したので通知します。 

開示請求に係る保有個人

情報 

 

開示しない理由  

 

 

担当課所  

電話番号 

備考  

 

教示 

（備考）教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する

規則（平成１７年埼玉県規則第３号）別記第１の１の規定による文を記載し

て行うこと。 

  



様式第５号（第１４条関係） 

保有個人情報開示決定等期間延長通知書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

     年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個

人情報の保護に関する法律第８３条第２項の規定により、次のとおり開示決定等

の期間を延長することとしたので通知します。 

開示請求に係る保有個人

情報 

 

延長前の期間     年   月   日  から 

（   日間） 

    年   月   日  まで 

延長後の期間     年   月   日  から 

（   日間） 

    年   月   日  まで 

延長する理由  

 

 

担当課所  

電話番号 

備考  

 

  



様式第６号（第１４条関係） 

保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

    年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個

人情報の保護に関する法律第８４条の規定により、開示請求があった日から４５

日以内に当該保有個人情報の相当の部分について開示決定等を行い、残りの保有

個人情報については相当期間内に開示決定等を行いますので、次のとおり通知し

ます。 

なお、当該保有個人情報の相当の部分についての開示決定等及び残りの保有個

人情報についての開示決定等を行ったときは、それぞれ通知します。 

開示請求に係る保有個人

情報 

 

個人情報の保護に関する

法律第８４条の規定（開

示決定等の期限の特例）

を適用する理由 

 

当該保有個人情報の相当

の部分について開示決定

等を行う期限 

    年   月   日 

残りの保有個人情報につ

いて開示決定等を行う期

限 

    年   月   日 

担当課所  

電話番号 

備考  

 

 

 



様式第７号（第１４条関係） 

保有個人情報の開示請求に係る事案移送書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

    年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の開示請求に係る事

案については、個人情報の保護に関する法律第８５条第１項前段の規定により、

次のとおり移送します。 

開示請求に係る保有個人

情報 

 

開示請求者氏名等 氏 名： 

住所又は居所： 

連 絡 先： 

法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合 

本人の状況 ☐未成年者 

☐成年被後見人 

☐任意代理人委任者 

本 人 の 氏 名： 

本人の住所又は居所： 

本 人の生 年月 日：    年  月  日生 

添付資料 ・開示請求書 

・移送前に行った行為の概要記録 

・ 

・ 

備考  

 

  



様式第８号（第１４条関係） 

保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

    年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の開示請求に係る事

案については、個人情報の保護に関する法律第８５条第１項後段の規定により、

次のとおり移送したので通知します。 

なお、保有個人情報の開示決定等は、次の移送先の行政機関等において行われ

ます。 

開示請求に係る保有個人

情報 

 

移送をした日     年   月   日 

移送の理由  

移送先の行政機関の長等 （行政機関の長等） 

 

（連絡先） 

担 当 課 所 名： 

担 当 名： 

所 在 地： 

電 話 番 号： 

 

担当課所  

電話番号 

備考  

 

  



様式第９号（第１４条関係）（法第８６条第１項適用） 

保有個人情報の開示決定等に関する意見照会書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

個人情報の保護に関する法律第７６条第１項の規定に基づき、        

      に関する情報が含まれている保有個人情報について開示請求があっ

たので、当該保有個人情報について開示決定等を行う際の参考とするため、同法

第８６条第１項の規定に基づき、御意見を伺うこととしました。 

当該保有個人情報を開示することにつき御意見があるときは、「保有個人情報

の開示決定等に関する意見書」により回答してください。 

なお、提出期限までに意見書の提出がないときは、特に御意見がないものとし

て取り扱います。 

開示請求に係る保有個人

情報 

 

開示請求の年月日     年   月   日 

開示請求に係る保有個人

情報に含まれている     

    に関する情報の

内容 

 

意見書の提出先（担当課

所） 

 

電話番号 

意見書の提出期限     年   月   日 

 

  



様式第１０号（第１４条関係）（法第８６条第２項適用） 

保有個人情報の開示決定等に関する意見照会書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

個人情報の保護に関する法律第７６条第１項の規定に基づき、        

      に関する情報が含まれている保有個人情報について開示請求があっ

たので、当該保有個人情報について開示決定等を行う際の参考とするため、同法

第８６条第２項の規定に基づき、御意見を伺うこととしました。 

  当該保有個人情報を開示することにつき御意見があるときは、「保有個人情報

の開示決定等に関する意見書」により回答してください。 

なお、提出期限までに意見書の提出がないときは、特に御意見がないものとし

て取り扱います。 

開示請求に係る保有個人

情報 

 

開示請求の年月日     年   月   日 

個人情報の保護に関する

法律第８６条第２項第１

号又は第２号の規定の適

用区分及びその理由 

（適用区分）  ☐第１号  ☐第２号 

（適用理由） 

 

開示請求に係る保有個人

情報に含まれている     

    に関する情報の

内容 

 

意見書の提出先（担当課

所） 

 

電話番号 

意見書の提出期限     年   月   日 

 

 

 



様式第１１号（第１４条関係） 

保有個人情報の開示決定等に関する意見書 

 

年  月  日 

 （宛先） 

   埼玉県知事 

 

（ふりがな） 

氏 名                           

（法人その他の団体にあっては、その団体の名称及び代表者氏名） 

 

住所又は居所 

〒 

          電話       （   ）      

（法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地） 

 

      年  月  日付け   第   号で照会のあった件について、次

のとおり回答します。 

開示請求に係る保有個人

情報 

 

開示に関しての御意見 ☐保有個人情報を開示されることについて支障は

ない。 

☐保有個人情報を開示されることについて支障が

ある。 

(1)支障（不利益）がある部分 

 

 

(2)支障（不利益）がある具体的な理由 

 

 

連絡先  

 

 

 

□内は、該当する箇所に

レ印を付してください。 



様式第１２号（第１４条関係） 

保有個人情報開示決定に係る通知書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

      年  月  日付け  第   号で照会した           

    に関する情報が含まれている保有個人情報について、次のとおり開示する

ことを決定しましたので、個人情報の保護に関する法律第８６条第３項    
第１０７条第１項におい  

  
て準用する同法第８６条第３項 の規定により通知します。 

開示請求に係る保有個人

情報 

 

開示することとした理由  

開示決定をした日     年   月   日 

開示を実施する日     年   月   日 

担当課所  

電話番号 

備考  

 

教示 

 （備考）教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する

規則（平成１７年埼玉県規則第３号）別記第１の１の規定による文を記載し

て行うこと。 

 

  



様式第１３号（第１４条関係） 

保有個人情報の開示の実施方法等申出書 

 

年  月  日 

  （宛先） 

    埼玉県知事 

 

（ふりがな） 

氏 名                   

 

住所又は居所 

〒 

       電話   （   ）     

 

    年  月  日付け  第   号で通知のあった開示決定について、

個人情報の保護に関する法律第８７条第３項の規定により、次のとおり開示の実

施の方法等を申し出ます。 

開示請求に係る保有個人

情報 

 

開示の実施を希望する日

時 

    年   月   日    時 

求める開示の実施の方法  

 

（写しの送付を希望する

場合） 

同封する郵便切手の額    円 

個人情報の保護に関する

法律第８２条第１項の規

定による開示決定の通知

のあった日（開示決定通

知書を受領した日） 

    年   月   日 

備考  

（注）１ 「求める開示の実施の方法」の欄は、開示決定通知書に記載された求

めることができる開示の実施の方法のうちから選択し、記入してくださ

い。 



   ２ 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を希望する場

合は、備考欄にその旨及び当該部分を記入してください。 

  



様式第１４号（第１４条関係） 

保有個人情報訂正請求書 

 

年  月  日 

  （宛先） 

    埼玉県知事 

 

（ふりがな） 

氏 名                  

 

住所又は居所 

〒 

       電話   （   ）    

 

個人情報の保護に関する法律第９０条第１項の規定により、次のとおり保有個

人情報の訂正を請求します。 

訂正請求に係る保有個人

情報の開示を受けた日 

    年   月   日 

訂正請求に係る保有個人

情報を特定するに足りる

事項 

（開示決定通知書の番号）   第   号 

（日付）  年  月  日 

（開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報） 

 

訂正請求の趣旨及び理由 （趣旨） 

 

（理由） 

 

（注）代理人が請求する場合は、次の欄を記載してください。 

代理人の種別 

 

☐法定代理人 

☐任意代理人 

本人の

状況等 

（ふりがな） 

本人の氏名 

 

 

 

該当する箇所の□内にレ印を付

してください。 



 本人の生年月日     年   月   日生 

本人の住所又は

居所及び連絡先 

 

 

電話   （   ） 

本人の状況 ☐未成年者 

☐成年被後見人 

☐任意代理人委任者 

（注）次の欄は実施機関が記入しますので、記載しないでください。 

請求者本人確認書

類 

代理人が請求する場合

は代理人の本人確認書

類 

☐運転免許証 ☐健康保険被保険者証  

☐個人番号カード ☐在留カード ☐特別永住者証明書 

☐その他（                   ） 

法定代理人が請求

する場合の請求資

格確認書類 

☐戸籍謄本 ☐登記事項証明書  

☐その他（                   ） 

任意代理人が請求

する場合の請求資

格確認書類 

☐委任状（次の書類の添付を求めること。） 

 □委任状に押印された委任者の実印の印鑑登録証明書 

 □本人の運転免許証の写し 

 □本人の個人番号カードの写し 

 □その他（                  ） 

担当課所  

電話番号 

備考  

（注）代理人による請求の場合、別途本人に確認を行う場合があります。 

  

該当する箇所の□内

にレ印を付してくだ

さい。 



様式第１５号（第１４条関係） 

保有個人情報訂正決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

    年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個

人情報の保護に関する法律第９３条第１項の規定により、次のとおり訂正するこ

とと決定したので通知します。 

訂正請求に係る保有個人

情報 

 

訂正請求の趣旨  

決定内容及び理由 （内容） 

 

（理由） 

 

担当課所  

電話番号 

備考  

 

教示 

（備考）教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する

規則（平成１７年埼玉県規則第３号）別記第１の１の規定による文を記載し

て行うこと。 

 

  



様式第１６号（第１４条関係） 

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

    年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個

人情報の保護に関する法律第９３条第２項の規定により、次のとおり訂正しない

ことと決定したので通知します。 

訂正請求に係る保有個人

情報 

 

訂正をしない理由  

担当課所  

電話番号 

備考  

 

教示 

（備考）教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する

規則（平成１７年埼玉県規則第３号）別記第１の１の規定による文を記載し

て行うこと。 

  



様式第１７号（第１４条関係） 

保有個人情報訂正決定等期間延長通知書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

    年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個

人情報の保護に関する法律第９４条第２項の規定により、次のとおり訂正決定等

の期間を延長することとしたので通知します。 

訂正請求に係る保有個人

情報 

 

延長前の期間     年   月   日  から 

（  日間） 

    年   月   日  まで 

延長後の期間     年   月   日  から 

（  日間） 

    年   月   日  まで 

延長する理由  

担当課所  

電話番号 

備考  

 

  



様式第１８号（第１４条関係） 

保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

    年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個

人情報の保護に関する法律第９５条の規定により、訂正決定等の期限を次のとお

りとしたので通知します。 

訂正請求に係る保有個人

情報 

 

個人情報の保護に関する

法律第９５条の規定（訂

正決定等の期限の特例）

を適用する理由 

 

訂正決定等をする期限     年   月   日 

担当課所  

電話番号 

備考  

 

  



様式第１９号（第１４条関係） 

保有個人情報の訂正請求に係る事案移送書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

    年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の訂正請求に係る事

案については、個人情報の保護に関する法律第９６条第１項前段の規定により、

次のとおり移送します。 

訂正請求に係る保有個人

情報 

 

訂正請求者氏名等 氏 名： 

住所又は居所： 

連 絡 先： 

法定代理人又は任意代理人による訂正請求の場合 

本人の状況 ☐未成年者 

☐成年被後見人 

☐任意代理人委任者 

本 人 の 氏 名： 

本人の住所又は居所： 

本 人の生 年月 日：    年  月  日生 

添付資料 ・訂正請求書 

・移送前に行った行為の概要記録 

・ 

・ 

備考  

 

  



様式第２０号（第１４条関係） 

保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

    年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の訂正請求に係る事

案については、個人情報の保護に関する法律第９６条第１項後段の規定により、

次のとおり移送したので通知します。 

なお、保有個人情報の訂正決定等は、次の移送先の行政機関等において行われ

ます。 

訂正請求に係る保有個人

情報 

 

移送をした日     年   月   日 

移送の理由  

移送先の行政機関の長等 （行政機関の長等） 

 

（連絡先） 

担 当 課 所 名： 

担 当 名： 

所 在 地： 

電 話 番 号： 

 

担当課所  

電話番号 

備考  

 

  



様式第２１号（第１４条関係） 

提供をしている保有個人情報の訂正決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事        印 

 

        に提供している次の保有個人情報については、個人情報の保

護に関する法律第９２条の規定により訂正をしたので、同法第９７条の規定によ

り通知します。 

訂正請求に係る保有個人

情報 

 

訂正請求者の氏名等保有

個人情報を特定するため

の情報 

（氏名、住所等） 

訂正請求の趣旨  

訂正決定をする内容及び

理由 

（内容） 

 

（理由） 

 

担当課所  

電話番号 

備考  

 

  



様式第２２号（第１４条関係） 

保有個人情報利用停止請求書 

 

年  月  日 

 （宛先） 

   埼玉県知事 

 

（ふりがな） 

氏 名                  

 

住所又は居所 

〒 

       電話   （   ）    

 

個人情報の保護に関する法律第９８条第１項の規定により、次のとおり保有個

人情報の利用停止を請求します。 

利用停止請求に係る保有

個人情報の開示を受けた

日 

    年   月   日 

利用停止請求に係る保有

個人情報を特定するに足

りる事項 

（開示決定通知書の番号）   第   号 

（日付）    年  月  日 

（開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報） 

 

利用停止請求の趣旨及び

理由 

（趣旨） 

☐個人情報の保護に関する法律第９８条第１項 

 第１号該当 → ☐利用の停止 ☐消去 

☐個人情報の保護に関する法律第９８条第１項 

 第２号該当 → 提供の停止 

（理由） 

 

（注）代理人が請求する場合は、次の欄を記載してください。 

代理人の種別 ☐法定代理人 

☐任意代理人 

該当する箇所の□内にレ印を付

してください。 

該当する箇所の□内にレ印を付

してください。 



本人の

状況等 

（ふりがな） 

本人の氏名 

 

本人の生年月日     年   月   日生 

本人の住所又は

居所及び連絡先 

 

 

電話   （   ） 

本人の状況 ☐未成年者 

☐成年被後見人 

☐任意代理人委任者 

（注）次の欄は実施機関が記入しますので、記載しないでください。 

請求者本人確認

書類 

代理人が請求する場合

は代理人の本人確認書

類 

☐運転免許証 ☐健康保険被保険者証  

☐個人番号カード ☐在留カード ☐特別永住者証明書 

☐その他（                   ） 

法定代理人が請

求する場合の請求

資格確認書類 

☐戸籍謄本 ☐登記事項証明書  

☐その他（                   ） 

任意代理人が請

求する場合の請求

資格確認書類 

☐委任状（次の書類の添付を求めること。） 

 □委任状に押印された委任者の実印の印鑑登録証明書 

 □本人の運転免許証の写し 

 □本人の個人番号カードの写し 

 □その他（                  ） 

担当課所  

電話番号 

備考  

（注）代理人による請求の場合、別途本人に確認を行う場合があります。 

  

該当する箇所の□内

にレ印を付してくだ

さい。 



様式第２３号（第１４条関係） 

保有個人情報利用停止決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

      年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、

個人情報の保護に関する法律第１０１条第１項の規定により、次のとおり利用停

止をすることと決定したので通知します。 

利用停止請求に係る保有

個人情報 

 

利用停止請求の趣旨  

利用停止決定をする内容

及び理由 

（内容） 

 

（理由） 

 

担当課所  

電話番号 

備考  

 

教示 

（備考）教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する

規則（平成１７年埼玉県規則第３号）別記第１の１の規定による文を記載し

て行うこと。 

  



様式第２４号（第１４条関係） 

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

    年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、

個人情報の保護に関する法律第１０１条第２項の規定により、次のとおり利用停

止をしないことと決定したので通知します。 

利用停止請求に係る保有

個人情報 

 

利用停止をしない理由  

担当課所  

電話番号 

備考  

 

教示 

（備考）教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する

規則（平成１７年埼玉県規則第３号）別記第１の１の規定による文を記載し

て行うこと。 

  



様式第２５号（第１４条関係） 

保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

    年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、

個人情報の保護に関する法律第１０２条第２項の規定により、次のとおり利用停

止決定等の期間を延長することとしたので通知します。 

利用停止請求に係る保有

個人情報 

 

延長前の期間      年   月   日  から 

（   日間） 

     年   月   日  まで 

延長後の期間      年   月   日  から 

（   日間） 

     年   月   日  まで 

延長する理由  

担当課所  

電話番号 

備考  

 

  



様式第２６号（第１４条関係） 

保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

    年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、

個人情報の保護に関する法律第１０３条の規定により、利用停止決定等の期限を

次のとおりとしたので通知します。 

利用停止請求に係る保有

個人情報 

 

個人情報の保護に関する

法律第１０３条の規定

（利用停止決定等の期限

の特例）を適用する理由 

 

利用停止決定等をする期

限 

    年   月   日 

担当課所  

電話番号 

備考  

 

  



様式第２７号（第１４条関係） 

埼玉県個人情報保護審査会諮問通知書 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

埼玉県知事         印 

 

      年  月  日付けの         に対する審査請求について、

個人情報の保護に関する法律第１０５条第３項において準用する同条第１項の規

定により埼玉県個人情報保護審査会に諮問したので、同条第３項において準用す

る同条第２項の規定により通知します。 

開示決定等に係る保有個

人情報 

 

審査請求の内容  

審査請求があった日     年   月   日 

諮問をした日     年   月   日 

担当課所  

電話番号 

備考  

 



規

則 

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県
条
例

第
五
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
埼
玉
県
個
人
情
報

保
護
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
部
会
） 

第
二
条 

条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
合
議
体
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
「
部
会
」
と

い
う
。
）
に
属
す
べ
き
委
員
は
、
会
長
が
こ
れ
を
指
名
す
る
。 

２ 

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
会
長
が
指
名
す
る
。 

３ 

部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。 

４ 

部
会
の
会
議
は
、
部
会
長
が
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。 

５ 

部
会
は
、
こ
れ
を
構
成
す
る
委
員
が
三
人
の
と
き
は
委
員
の
全
て
が
、
四
人
以
上
の
と
き
は

委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

６ 

部
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
総
会
） 

第
三
条 

条
例
第
十
四
条
第
二
項
の
合
議
体
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て
「
総
会
」
と

い
う
。
）
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。 

２ 

総
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。 

３ 

総
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
条
例
第
十
八
条
等
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
関
す
る
審
査
会
の
調
査
権
限
） 

第
四
条 

審
査
会
は
、
条
例
第
十
八
条
及
び
埼
玉
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
一
号
）
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
応
じ
調

査
審
議
を
行
う
に
あ
た
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
実
施
機
関
及
び
議
会
の
職
員
そ

の
他
の
者
に
対
し
、
出
席
を
求
め
て
意
見
を
聴
く
こ
と
又
は
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

（
除
斥
） 



第
五
条 

特
定
の
事
件
に
つ
き
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
委
員
は
、
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
と

き
は
、
当
該
事
件
に
係
る
議
決
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
（
行
政
不
服
審
査
法
第
七
十
七
条
等
の
委
員
の
指
名
） 

第
六
条 
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
八
十
一
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
七
条
及
び
条
例
第
十
六
条
の
委
員
は
、
委
員
の
う
ち
か
ら
会
長
が
又

は
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
当
該
部
会
の
部
会
長
が
指
名
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
調
査
審
議
手
続
の
非
公
開
等
） 

第
七
条 

審
査
会
の
行
う
条
例
第
十
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
調
査
審
議
の
手
続
は
、
公
開
し
な

い
。 

２ 

審
査
会
の
行
う
条
例
第
十
条
第
三
号
及
び
第
四
号
の
調
査
審
議
の
手
続
は
、
審
査
会
が
非
公

開
の
議
決
を
し
た
場
合
を
除
き
、
公
開
す
る
。 

 

（
庶
務
） 

第
八
条 

審
査
会
の
庶
務
は
、
総
務
部
文
書
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。 

 

（
委
任
） 

第
九
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が

審
査
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則
の
廃
止
） 

２ 

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
五
号
）
は
、
廃
止

す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る

た
め
当
該
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い

う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

要
措
置
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
字
赤
羽
四
千
八
百
一
番
一
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

講
ず
べ
き
指
示
措
置 

 
 

地
下
水
の
水
質
の
測
定 



 

別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、

旭
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

一 

就
任 

 
 

職
名 

 
 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 
 

理
事 

進 

通 

光
之
助 

 
埼
玉
県
吉
川
市
大
字
下
内
川
千
六
百
八
十
八
番
地 

 
 

同 
 

岡 

田 

嘉 

男 
 

同 
 

北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
田
島
九
百
五
十
六
番
地 

 
 

同 
 

鈴 

木 

庄 

次 
 

同 
 

吉
川
市
大
字
川
藤
七
百
九
十
七
番
地 

 
 

同 
 

山 

下 

一 

美 
 

同 
 

同 
 

同 

鍋
小
路
百
二
十
四
番
地
一 

 
 

同 
 

新 

井 

作 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
川
藤
二
千
五
百
八
十
九
番
地 

 
 

同 
 

山 

﨑 

隆 

彦 
 

同 
 

北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
下
赤
岩
八
十
番
地
一 

 
 

同 
 

篠 

原 
 

 

通 
 

同 
 

越
谷
市
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
八
丁
目
十
三
番
地
二
ザ
・
シ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ー
ズ
ン
ズ
グ
ラ
ン
ア
ル
ト
三
百
十
一
号 

 
 

同 
 

岡 

田 

忠 

篤 
 

同 
 

吉
川
市
大
字
上
内
川
千
三
百
二
十
二
番
地 

 
 

同 
 

古 

谷 

達 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

拾
壱
軒
八
十
九
番
地 

 
 

監
事 

石 

川 

幸 

司 
 

同 
 

北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
下
赤
岩
二
百
九
十
一
番
地 

 
 

同 
 

鈴 

木 

康 

央 
 

同 
 

吉
川
市
大
字
川
藤
千
四
十
一
番
地 

 
 

同 
 

菊 

地 
 

 

稔 
 

同 
 

同 
 

中
島
二
丁
目
二
十
番
地 

二 

退
任 

 
 

職
名 

 
 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 
 

理
事 

進 

通 

光
之
助 

 

埼
玉
県
吉
川
市
大
字
下
内
川
千
六
百
八
十
八
番
地 

 
 

同 
 

森 

田 
 

 

保 
 

同 
 

同 
 

同 

上
内
川
千
三
百
八
十
四
番
地
一 

 
 

同 
 

岡 

田 

嘉 

男 
 

同 
 

北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
田
島
九
百
五
十
六
番
地 

 
 

同 
 

齊 

藤 

忠 

男 
 

同 
 

吉
川
市
大
字
八
子
新
田
七
百
五
十
五
番
地 

 
 

同 
 

岡 

野 

種 

嗣 
 

同 
 

同 
 

同 

南
広
島
千
五
十
番
地 

 
 

同 
 

鈴 

木 

庄 

次 
 

同 
 

同 
 

同 

川
藤
七
百
九
十
七
番
地 

 
 

同 
 

鈴 

木 
 

 

武 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
八
百
七
十
二
番
地
二 

 
 

同 
 

石 

川 

幸 

司 
 

同 
 

北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
下
赤
岩
二
百
九
十
一
番
地 

 
 

監
事 

山 

﨑 

隆 

彦 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

同 
 

八
十
番
地
一 

 
 

同 
 

染 

谷 

信 

行 
 
 

同 
 

吉
川
市
大
字
上
内
川
千
四
百
九
十
二
番
地 



 
 

監
事 

森 

田 
 

 

忠 
 

埼
玉
県
吉
川
市
大
字
南
広
島
二
千
八
番
地 

 
 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
森
づ
く
り
課
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
森
づ
く
り
課 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

飯
能
市
、
日
高
市
、
毛
呂
山
町
、
越
生
町
、
横
瀬
町
、
秩
父
市
の
一
部 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
利
根
導
水
総
合
事
業
所
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八

号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
利
根
導
水
総
合
事
業
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
水
準
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

行
田
市
内
、
鴻
巣
市
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量 

地
図
情
報
レ
ベ
ル
一
〇
〇
〇
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

秩
父
市
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
一
月
十
六
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
一
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
寄
居
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

寄
居
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
数
値
修
正
、
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
更
新
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

寄
居
町
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
一
月
三
十
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
三
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
二
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
一
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
一
月
二
十
七

日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
桶
川
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
三
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日

終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
坂
戸
、
鶴
ヶ
島
下
水
道
組
合
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
四
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
八
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
二
月
五
日

終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
所
沢
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
五
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
一
月
三
十
一

日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
ダ
ム
統
合
管
理
事

務
所
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



 

告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
六
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画

事
業
の
認
可
の
告
示
（
平
成
二
十
八
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
三
百
六
十
号
）
及
び
同
法
第
六

十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
告
示
（
令
和
五
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
三
十
三
号
）
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
後
に
事
業
地
内
の
土
地
建
物
等
を

有
償
で
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
は
、
都
市
計
画
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
土
地

建
物
等
、
そ
の
予
定
対
価
の
額
及
び
当
該
土
地
建
物
等
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
相
手
方
そ
の
他
の

事
項
を
書
面
で
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
朝
霞
市
浜
崎
六
百
七
十
八
番
地 

三 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 

平
成
二
十
八
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
三
百
六
十
号
新
座
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・ 

十
一
号
放
射
七
号
線 

四 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

事
業
地
の
所
在 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
七
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

桶
川
市
下
日
出
谷
東
特
定
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
変
更
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

岡 

野 
 

 

寛 
 

埼
玉
県
桶
川
市
下
日
出
谷
東
三
丁
目
二
十
三
番
地
五 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠



  

   
 

一
般
国
道
四
百
六
十
三
号 

  

路 
 

線 
 

名 

所
沢
市
上
新
井
五
丁
目
八
八
番
八
地
先
か

ら
同
市
上
新
井
五
丁
目
二
番
二
七
地
先
ま

で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

令
和
三
年
七
月
九
日
付
け
埼
玉
県

川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第

七
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域

の
供
用
開
始
で
あ
る
。
延
長
一

九
・
四
六
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

高 
 

 

巌 

  



 

弁
財
深
谷
線 

路
線
名 

 

熊
谷
市
弁
財
字
寺
前
一
六
二
番
一
地
先
か
ら 

同
市
上
須
戸
字
水
久
保
一
〇
一
四
番
二
地
先
ま
で 

 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

令
和
元
年
十
月
十
一
日
付
け
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示

第
五
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
全
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
八
二
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
解
除
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 
 

 
 

  

病
院 

種 
 

別 

医
療
法
人
財
団 

献
心
会 
川
越
胃
腸
病

院 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
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